
議案第２２号 

 

平 成 ２ １ 年 度 さ い た ま 市 一 般 会 計 予 算 
 

 平成２１年度さいたま市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９１，２３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及 

 び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限 

 度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第 4条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、 

 起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 ４０，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ 

 とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る 

 予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

  平成２１年２月３日提出 

 

                         さいたま市長 相 川 宗 一 

 

 













第２表

（単位　千円）

款 事　業　名 総　　　額 年　度 年　割　額

２１ １７,１００

２２ ９,２１０

２１ ３０１,１００

２２ ６３１,４００

２３ ６２４,４００

２４ ６４４,４００

２１ ７１,０００

２２ １７,８００

継     　 　　  続   　　 　    費

２，２０１，３００

項

危機管理費

防 災 行 政 無 線
（ 同 報 系 ）
デジタル化再構築
整 備 事 業

６ 選 挙 費

国民投 票制 度の
施 行 に 伴 う
選挙系 シス テム
改 修 事 業

２６，３１０

２ 総 務 費

８８，８００10 教 育 費 ２ 小 学 校 費
浦和別 所小 学校
校 舎 解 体 事 業

９



第３表

（単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

埼玉高速鉄道株式会社借入金損失補償 借入れの年度から
返済の年度まで

埼玉県が損失補償した場合の当該
補償に要した経費の１／１５に相
当する額

基幹系国民健康保険・国民年金システム機
器賃借料

平成２２年度から
平成２６年度まで

７９７，０００

選挙システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

１０５，０００

基幹系端末機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

６５９，０００

自動交付機システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

１６３，０００

電子文書管理システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

１，０２５，０００

認証システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

３１６，０００

さいたま市土地開発公社が行う事業の資金
に対する債務保証

借入れの年度から
返済の年度まで

２３，０４７，０００

さいたま市土地開発公社用地先行取得事業
（平成２１年度分）

平成２２年度から
平成３１年度まで

３，２３７，６３２千円以内に利
子、管理費及び事務費を加えた額
の範囲内

納税通知書等印刷製本封入封緘業務 平成２１年度から
平成２２年度まで

３０，０００

コールセンター運営業務 平成２２年度から
平成２３年度まで

７６，０００

さいたま市福祉のまちづくり資金貸付制度
の融資額に対する利子助成

借入れの年度から
返済の年度まで

借入利子の全額から事業者の借入
利子負担額を差し引いた額

さいたま市民間社会福祉施設整備資金貸付
制度による整備資金に対する損失補償

借入れの年度から
返済の年度まで

元金、利子

高齢者福祉システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

１５７，０００

福祉医療システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２５年度まで

６８，０００

さいたま市高齢者居室等整備資金利子助成 借入れの年度から
返済の年度まで

借入利子の全額

さいたま市独立行政法人福祉医療機構借入
金利子助成

借入れの年度から
返済の年度まで

借入利子の１／２

児童系業務システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２５年度まで

８１，０００

保健システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２５年度まで

１２５，０００

クリーンセンター大崎第二工場プラント設
備制御システム賃借料

平成２２年度から
平成２８年度まで

８９７，０００

新クリーンセンター整備事業 平成２１年度から
平成４１年度まで

５７，８４６，０００

新クリーンセンター整備事業に伴う環境影
響評価書作成業務

平成２２年度 １２，０００

さいたま市中小企業融資による県信用保証
協会が行う代位弁済に対する損失補償

借入れの年度から
返済の年度まで

県信用保証協会が行う保証債務額
の２％から２０％及び利子

債　　務　　負　　担　　行　　為



（単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

さいたま市農業近代化資金利子助成 借入れの年度から
返済の年度まで

借入残額の１．５％以内

さいたま市農業災害資金利子助成 借入れの年度から
返済の年度まで

借入残額の１．８％以内

さいたま市農業経営基盤強化資金利子助成 借入れの年度から
返済の年度まで

借入残額の０．５％以内

さいたま市内の土地区画整理組合が借り入
れる事業資金に対する損失補償

借入れの年度から
返済の年度まで

元金、利子及び遅延利息

さいたま市内の公共施設の整備を伴う市街
地再開発事業の施行者（組合・個人）が借
り入れる事業資金に対する損失補償

借入れの年度から
返済の年度まで

権利変換計画が認可されるまでの
間に必要な調査、設計、計画、補
償費に係る経費の内借り入れた元
金、利子、遅延利息に相当する額

浦和駅貨物線旅客ホーム新設事業 平成２２年度から
平成２４年度まで

４，４４０，０００

与野図書館空調整備事業 平成２２年度から
平成３１年度まで

１０２，０００

図書館電算システム機器賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

７５７，０００

浦和別所小学校校舎改築に伴う仮設校舎賃
借料

平成２２年度から
平成２３年度まで

１３６，０００

教育用コンピュータ賃借料 平成２２年度から
平成２６年度まで

５７８，０００



第４表

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

自 治 振 興 事 業 109,500

交 通 対 策 事 業 607,000

生活文化施設整備事業 881,500

防 災 総 務 事 業 290,700

障害者福祉施設整備事業 7,400

老人福祉施設整備事業 575,800

児童福祉施設整備事業 44,000

塵 芥 処 理 事 業 114,600

清 掃 施 設 整 備 事 業 316,300

道 路 維 持 事 業 325,600

道 路 新 設 改 良 事 業 2,133,200

合併支援道路整備事業 989,900

橋 り ょ う 維 持 事 業 361,400

橋りょう新設改良事業 112,500

交通安全施設整備事業 688,600 政府資金についてはその

河 川 改 良 事 業 1,701,900 融資条件により、銀行そ

都 市 下 水 路 整 備 事 業 234,600 普 通 貸 借 の他の場合にはその債権

都 市 計 画 総 務 事 業 9,000 者と協定するものによる。

都 市 整 備 事 業 403,500 又 は ５．０％以内 ただし、市財政の都合に

街 路 整 備 事 業 2,899,300 より据置期間及び償還期

合併支援街路整備事業 1,494,200 証 券 発 行 間を短縮し、もしくは繰

公 園 整 備 事 業 4,021,100 上償還又は低利に借換え

さ い た ま 新 都 心 事 業 90,000 することができる。

市 街 地 再 開 発 事 業 1,053,400

土 地 区 画 整 理 事 業 1,350,500

住 宅 建 設 事 業 303,700

消 防 施 設 整 備 事 業 384,100

小 学 校 建 設 事 業 2,395,300

中 学 校 建 設 事 業 787,600

高 等 学 校 管 理 事 業 21,200

高 等 学 校 建 設 事 業 473,900

公 民 館 整 備 事 業 489,600

学 校 保 健 事 業 1,068,000

学校給食センター整備事業 5,100

特別支援学校建設事業 45,000

臨 時 財 政 対 策 債 17,162,000

合 計 43,951,000

地　　　　　方　　　　　債


